
齢
（
「
和
名
類
聚
‥
一
四
」
に
阿
作
図
河
内
郡
桜
井
郷
と
あ
る
）
の
田
部
を
率
い
る

首
長
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
飛
鳥
時
代
の
長
門
に
は
、
ど
う
や
ら
河
内
か
ら
の
豪

族
の
一
派
が
、
す
で
に
首
長
層
を
占
め
嘔
吐
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
次
は
正
倉
院
文
書
の
「
周
防
匡
正
税
帳
」
だ
。
天
平
六
年
（
七
三
四
ご
と
天

絹
・
縮
、
肌
膚
に
軟
ら
か
な
・
り
。
故
、
秦
の
宇
を
訓
み
て
、
波
陀
と
謂
ふ
。
但

り
て
、
棄
氏
の
賞
れ
る
絹
を
以
て
、
神
を
祭
る
剣
臥
搦
ど
纒
く
。
今
の
餉
も
猶

然
り
。
所
謂
秦
の
機
纒
の
縁
な
り
」
と
ゐ
り
、
秦
氏
の
性
格
が
よ
く
述
ぺ
ら
れ

て
い
る
。
｛
｝
止
税
帳
」
に
み
え
る
周
防
の
秦
連
国
麻
呂
は
、
か
か
る
織
物
業
の

集
団
を
な
し
た
秦
人
一
族
の
伴
造
を
統
率
す
る
上
流
豪
族
で
、
そ
の
家
系
か
ら

正
税
帳
（
主
税
寮
）
史
生
と
し
て
選
ぱ
れ
た
も
の
ふ
巴
わ
れ
る
。
ま
た
「
帛
書
」

倭
国
伝
に
は
「
秦
王
国
」
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
る
。

　
額
田
部
氏
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
節
に
お
い
て
藤
原
広
嗣
の
乱
で
も
す
で

に
触
れ
て
い
る
。
天
平
十
年
の
コ
周
防
国
正
税
帳
」
に
は
『
長
門
閃
豊
浦
郡
擬

大
領
正
ハ
位
下
顎
田
部
疸
広
麻
呂
』
と
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
「
統
日
本
紀
」
天

平
十
二
年
九
月
条
に
は
『
長
門
国
豊
浦
郡
少
領
外
正
八
位
上
額
田
部
広
麻
呂
』

と
な
っ
R
S
｡
t
r
‘
9
4
j
「
続
日
本
紀
」
神
護
景
雲
元
年
四
月
条
に
は
「
長
門
国

豊
浦
団
毅
外
圧
七
位
上
額
田
部
直
塞
守
銭
百
万
、
稲
一
万
乗
を
献
ず
。
外
従
五

位
上
を
授
け
、
豊
浦
郡
の
大
領
に
任
ず
」
と
あ
・
り
、
一
種
の
売
官
で
あ
る
ら
し
く

て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
賑
田
部
氏
が
代
々
か
ら
豊
浦
郡
領
を
つ
と
め
、
豊
浦
軍

団
の
軍
毅
な
ど
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
し
て
童
蒙
を
き
わ
め
た
名
族
で
あ
る
こ
と

は
、
前
に
も
述
べ
た
。
額
田
部
直
と
は
、
敏
速
天
皇
の
皇
后
額
田
部
皇
女
（
推

古
天
皇
の
幼
名
）
の
か
悦
郎
の
伴
造
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
額
田
部
氏
は
六
世
紀

後
半
の
敏
達
朝
の
頃
よ
り
、
こ
の
地
に
す
で
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

邨
　
「
和
名
抄
」
に
は
長
門
田
豊
浦
郡
額
部

　
　
　
　
　
ゆ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

次
に
弓
削
氏
で
あ
る
が
、
天
平
六
年
（
七

皿
加
郷
と
ゐ
ス
ｔ

．
一
二
四
）
の
｛
｝
止
税
帳
」
に
は
正
六

位
上
行
禄
弓
削
宿
禰
の
地
位
に
あ
っ
て
、
長
門
周
防
の
弓
削
氏
が
、
天
武
十
三

年
（
六
八
四
）
に
宿
禰
を
賜
姓
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
、
「
類
聚
三
代
格
」

貞
艦
十
八
年
（
八
七
六
）
三
月
二
十
七
日
の
太
政
官
符
に
も
、
長
門
田
銅
傀
菊

践
司
判
官
弓
削
秋
佐
の
名
前
が
み
え
る
。
弓
削
連
は
弓
削
耶
を
管
掌
し
、
弓
の

郡
玖
珂
郷
延
呉
八
年
戸
駆
」
で
再
び
触
れ
る
つ
も
り
だ
が
、
東
部
は
被
支
配
辱

級
に
属
す
る
一
般
農
民
贋
、
衆
人
は
単
な
る
部
民
と
ち
が
っ
て
下
流
の
小
豪
族

層
と
し
て
地
方
に
広
く
分
布
し
、
中
央
の
衆
氏
の
管
掌
下
に
絹
織
物
の
貢
上
を

職
と
し
た
と
男
え
ら
れ
て
い
る
。
『
古
語
拾
遺
』
雄
略
朝
の
条
に
は
『
貢
れ
る

製
作
に
ゐ
た
る
伴
造
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
伴
造
と
し
て
有
力
な

弓
削
氏
一
族
が
居
住
し
、
栄
え
て
い
た
の
で
ゐ
ろ
う
ど
す
れ
ば
、
弓
削
氏
一
族

の
長
門
周
防
へ
の
定
着
も
か
な
・
ｎ
古
く
考
え
ら
れ
、
飛
鳥
時
代
ま
で
遡
っ
て
み

て
支
左
支
え
あ
’
る
ま
い
、
か
の
政
儒
道
鏡
（
？
‐
－
七
七
二
）
も
弓
削
氏
で
あ
っ

・
こ
が
、
宿
禰
を
男
雛
さ
れ
た
本
宗
家
の
系
譜
と
は
ち
が
っ
て
、
彼
の
場
合
は
支

流
諸
家
の
家
系
に
終
っ
た
よ
う
で
ゐ
る
。

　
茨
田
氏
に
つ
い
て
は
、
「
古
事
記
」
神
式
天
皇
の
条
に
、
茨
田
連
の
祖
が
日

子
八
井
命
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
「
姓
氏
録
」
の
右
京
・
山
城
国
の
呈

別
に
も
、
茨
田
運
に
つ
い
て
、
神
八
井
耳
命
男
彦
八
井
耳
命
の
後
な
り
と
Ｔ
る
。

　
『
和
名
抄
』
に
・
阿
内
国
茨
田
郡
茨
田
郷
が
ゐ
り
、
茨
田
氏
は
、
茨
田
の
堤
や
屯

倉
に
従
事
し
た
一
族
の
系
譜
を
追
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
文
の
秦
氏
の
項

で
、
少
し
触
れ
て
お
い
た
、
「
ポ
税
帳
に
の
従
七
位
上
茨
田
運
光
は
、
正
税
目

録
帳
を
翌
年
の
天
平
七
年
七
月
に
作
り
ゐ
げ
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
地
位
か
ら

し
て
、
周
防
の
茨
田
氏
も
古
来
か
ら
の
名
族
の
よ
う
で
ゐ
る
。

　
改
且
才
智
に
つ
い
て
は
、
「
姓
氏
録
」
左
京
・
右
京
諸
蕃
に
、
百
済
国
都
慕

不
二
十
四
附
孫
校
覇
王
だ
と
か
、
己
改
氏
を
「
百
済
連
古
里
孫
収
体
臭
の
徴
」

と
し
、
咬
斯
氏
を
『
百
済
速
古
王
孫
比
流
石
の
後
』
と
す
る
な
ど
、
ど
う
や
ら

百
済
系
帰
化
人
を
示
し
て
い
る
。

　
凡
海
氏
に
つ
い
て
は
、
一
日
本
書
紀
」
天
武
十
三
年
十
二
月
条
に
、
凡
海
運

が
宿
禰
を
賜
姓
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
、
凡
海
運
は
海
部
を
管
掌
し
、
海
産
物
の

言
上
に
奉
仕
す
る
伴
造
と
さ
れ
る
。
「
姓
氏
録
」
右
京
神
別
に
は
「
海
神
絨
積

豊
玉
彦
肺
子
穂
高
見
兪
の
後
な
・
り
」
と
ゐ
る
。
ま
た
天
武
天
皇
の
幼
名
で
あ
る

大
海
人
皇
子
の
名
は
、
養
育
に
あ
た
っ
た
乳
母
が
大
海
人
氏
で
あ
っ
た
こ
と
に

由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
天
平
十
年
の
「
巫
祝
帳
」
に
み
え
る
凡
海
部
秋
味
は
、

部
領
便
と
し
て
東
国
か
ら
の
防
人
を
、
長
門
の
豊
浦
か
ら
京
に
向
か
っ
て
輸
送
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